
 浦安市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

 

  令和５年９月２９日 

 

                浦安市長                



浦安市規則第５９号 

 

   浦安市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の一部 

を改正する規則 

 

 浦安市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則（平成６年規則第

26号）の一部を次のように改正する。 

 第23条第１項第２号中「納入通知書」の次に「又は口座振替の方法」を加え、

同条第３項中「納入通知書」の次に「又は当該口座振替に関する通知書」を加

える。 

 

   附 則 

この規則は、令和５年10月１日から施行する。 


